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ト型診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費又はユニット ト型診療所療養病床介護予防短期入所療養介護費又はユニット

型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費を算定するものと 型認知症疾患型介護予防短期入所療養介護費を算定するものと

すること。 すること。

⑺ ユニットにおける職員に係る減算について ⑺ ユニットにおける職員に係る減算について

８の⑸を準用する。 ８の⑸を準用する。

⑻ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について ⑻ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について

８の⑺を準用する。 ８の⑺を準用する。

⑼ 若年性認知症利用者受入加算について ⑼ 若年性認知症利用者受入加算について

８の⑻を準用する。 ８の⑻を準用する。

⑽ 療養食加算 ⑽ 療養食加算について

８の⑼を準用する。 ８の⑼を準用する。

⑾ サービス提供体制強化加算 ⑾ サービス提供体制強化加算について

① ３⑷④から⑥まで並びに４⒄②及び③を参照のこと。なお、 ① ３⑺④から⑥まで並びに４⒅②及び③を参照のこと。なお、

この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所 この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所

者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務 者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務

は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に

従事している時間について行っても差し支えない。 従事している時間について行っても差し支えない。

② 指定介護予防短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員 ② 指定介護予防短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員

とは、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業 とは、看護職員、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業

療法士として勤務を行う職員を指すものとする。 療法士として勤務を行う職員を指すものとする。

⑿ 介護職員処遇改善加算の取扱い

２⑻を参照のこと。

10 介護予防特定施設入居者生活介護費 10 介護予防特定施設入居者生活介護費

⑴ その他の介護予防サービスの利用について ⑴ その他の介護予防サービスの利用について

介護予防特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の介 介護予防特定施設入居者生活介護を受けている者の入居中の介

護予防サービスの利用については、介護予防特定施設入居者生活 護予防サービスの利用については、介護予防特定施設入居者生活

介護費を算定した月において、その他の介護予防サービスに係る 介護費を算定した月において、その他の介護予防サービスに係る

介護給付費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定しな 介護給付費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定しな

いものであること（外泊の期間中を除く。）。ただし、介護予防特 いものであること（外泊の期間中を除く。）。ただし、介護予防特

定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の 定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の

費用負担により、その利用者に対してその他の介護予防サービス 費用負担により、その利用者に対してその他の介護予防サービス

を利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居 を利用させることは差し支えないものであること。例えば、入居

している月の当初は介護予防特定施設入居者生活介護を算定し、 している月の当初は介護予防特定施設入居者生活介護を算定し、

引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から介護予防特定 引き続き入居しているにも関わらず、月の途中から介護予防特定

施設入居者生活介護に代えて介護予防サービスを算定するような 施設入居者生活介護に代えて介護予防サービスを算定するような
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サービス利用は、介護予防サービスの支給限度基準額を設けた趣 サービス利用は、介護予防サービスの支給限度基準額を設けた趣

旨を没却するため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中 旨を没却するため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中

は介護予防特定施設入居者生活介護は算定できない。 は介護予防特定施設入居者生活介護は算定できない。

また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護予防サー また、当該事業者が、入居者に対して提供すべき介護予防サー

ビス（介護予防特定施設入居者生活介護の一環として行われるも ビス（介護予防特定施設入居者生活介護の一環として行われるも

の）の業務の一部を、当該介護予防特定施設の従業者により行わ の）の業務の一部を、当該介護予防特定施設の従業者により行わ

ず、外部事業者に委託している場合（例えば、機能訓練を外部の ず、外部事業者に委託している場合（例えば、機能訓練を外部の

理学療法士等に委託している場合等。）には、当該事業者が外部 理学療法士等（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、

事業者に対して委託した業務の委託費を支払うことにより、その 柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師をいう。以下10において

利用者に対して当該サービスを利用させることができる。この場 同じ。）に委託している場合等。）には、当該事業者が外部事業者

合には、当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必 に対して委託した業務の委託費を支払うことにより、その利用者

要である。 に対して当該サービスを利用させることができる。この場合には、

当該事業者は業務の管理及び指揮命令を行えることが必要である。

⑵ 個別機能訓練加算について ⑵ 個別機能訓練加算について

① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基 ① 個別機能訓練加算は、理学療法士等が個別機能訓練計画に基

づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。） づき、計画的に行った機能訓練（以下「個別機能訓練」という。）

について算定する。 について算定する。

② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の ② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の

職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであ 職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであ

ること。 ること。

③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職 ③ 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職

員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用 員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用

者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を 者毎にその目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を

作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法 作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施方法

等について評価等を行う。なお、介護予防特定施設入居者生活 等について評価等を行う。なお、介護予防特定施設入居者生活

介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を介護予防 介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を介護予防

特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもっ 特定施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもっ

て個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ て個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとするこ

と。 と。

④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回 ④ 個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその三月ごとに一回

以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録す 以上利用者に対して個別機能訓練計画の内容を説明し、記録す

る。 る。

⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等） ⑤ 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）

は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練 は、利用者ごとに保管され、常に当該特定施設の個別機能訓練

の従事者により閲覧が可能であるようにすること。 の従事者により閲覧が可能であるようにすること。
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⑶ 医療機関連携加算について ⑶ 医療機関連携加算について

① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号に ① 本加算は、協力医療機関又は利用者の主治医（以下この号に

おいて「協力医療機関等」という。）に情報を提供した日（以 おいて「協力医療機関等」という。）に情報を提供した日（以

下この号において「情報提供日」という。）前三十日以内にお 下この号において「情報提供日」という。）前三十日以内にお

いて、介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が十四日 いて、介護予防特定施設入居者生活介護を算定した日が十四日

未満である場合には、算定できないものとする。 未満である場合には、算定できないものとする。

② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。 ② 協力医療機関等には、歯科医師を含むものとする。

③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定介護予 ③ 当該加算を算定するに当たっては、あらかじめ、指定介護予

防特定施設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提 防特定施設入居者生活介護事業者と協力医療機関等で、情報提

供の期間及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供 供の期間及び利用者の健康の状況の著しい変化の有無等の提供

する情報の内容について定めておくこと。なお、必要に応じて する情報の内容について定めておくこと。なお、必要に応じて

これら以外の情報を提供することを妨げるものではない。 これら以外の情報を提供することを妨げるものではない。

④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの ④ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの

間において、指定介護予防サービス基準第二百四十九条に基づ 間において、指定介護予防サービス基準第二百四十九条に基づ

き、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。 き、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。

⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（Ｆ ⑤ 協力医療機関等への情報提供は、面談によるほか、文書（Ｆ

ＡＸを含む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、 ＡＸを含む。）又は電子メールにより行うことも可能とするが、

協力医療機関等に情報を提供した場合においては、協力医療機 協力医療機関等に情報を提供した場合においては、協力医療機

関の医師又は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる 関の医師又は利用者の主治医から、署名あるいはそれに代わる

方法により受領の確認を得ること。この場合において、複数の 方法により受領の確認を得ること。この場合において、複数の

利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認 利用者の情報を同時に提供した場合には、一括して受領の確認

を得ても差し支えない。 を得ても差し支えない。

⑷ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費 ⑷ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費

① 報酬の算定及び支払方法について ① 報酬の算定及び支払方法について

外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費は、 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費は、

基本サービス部分（当該外部サービス利用型指定介護予防特定 基本サービス部分（当該外部サービス利用型指定介護予防特定

施設入居者生活介護事業者が自ら行う介護予防特定施設サービ 施設入居者生活介護事業者が自ら行う介護予防特定施設サービ

ス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等に相 ス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等に相

当する部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託する指定 当する部分）及び各サービス部分（当該事業者が委託する指定

介護予防サービス事業者（以下「受託介護予防サービス事業者」 介護予防サービス事業者（以下「受託介護予防サービス事業者」

という。）が提供する介護予防サービス部分）から成り、イ及 という。）が提供する介護予防サービス部分）から成り、イ及

びロの単位数を合算したものに介護予防特定施設入居者生活介 びロの単位数を合算したものに介護予防特定施設入居者生活介

護の一単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サービス利用 護の一単位の単価を乗じて得た額が一括して外部サービス利用

型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる。 型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる。

介護職員が介護予防サービス基準に定める員数を満たさない 介護職員が介護予防サービス基準に定める員数を満たさない
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場合の介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ 場合の介護報酬の減算は、イの基本サービス部分についてのみ

適用されることとなる。 適用されることとなる。

なお、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活 なお、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者においては、介護予防サービス基準上、看護職員の 介護事業者においては、介護予防サービス基準上、看護職員の

配置は義務付けられていない。 配置は義務付けられていない。

イ 基本サービス部分は一日につき六十単位とする。 イ 基本サービス部分は一日につき五十八単位とする。

ロ （略） ロ （略）

② 受託居宅サービス事業者への委託料について ② 受託居宅サービス事業者への委託料について

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者が受託介護予防サービス事業者に支払う委託料は、個々の 業者が受託介護予防サービス事業者に支払う委託料は、個々の

委託契約に基づくものである。 委託契約に基づくものである。

③ 障害者等支援加算について ③ 障害者等支援加算について

「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下 「知的障害又は精神障害を有する者」とは、具体的には以下

の障害等を持つ者を指すものである。 の障害等を持つ者を指すものである。

ａ 「療育手帳制度について」（昭和四十九年九月二十七日付 ａ 「療育手帳制度について」（昭和四十九年九月二十七日付

厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知）第五の２の規定 厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知）第五の２の規定

により療育手帳の交付を受けた者 により療育手帳の交付を受けた者

ｂ 精神保健福祉及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十 ｂ 精神保健福祉及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十

五年法律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精神 五年法律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精神

障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

ｃ 医師により、ａ又はｂと同等の症状を有するものと診断さ ｃ 医師により、ａ又はｂと同等の症状を有するものと診断さ

れた者 れた者

⑸ 介護職員処遇改善加算の取扱い

２の⑻を参照のこと

11 介護予防福祉用具貸与費 11 介護予防福祉用具貸与費

⑴ 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱い ⑴ 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱い

は、以下のとおりである。 は、以下のとおりである。

① 交通費の算出方法について ① 交通費の算出方法について

注１から注３までに規定する「通常の事業の実施地域におい 注１から注３までに規定する「通常の事業の実施地域におい

て指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費」の額 て指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費」の額

は、最も経済的な通常の経路及び方法（航空賃等に階級がある は、最も経済的な通常の経路及び方法（航空賃等に階級がある

場合は、最も安価な階級）による交通費とすることを基本とし 場合は、最も安価な階級）による交通費とすることを基本とし

て、実費（空路で運搬又は移動する場合には航空賃、水路で運 て、実費（空路で運搬又は移動する場合には航空賃、水路で運

搬又は移動する場合には船賃、陸路で運搬又は移動する場合に 搬又は移動する場合には船賃、陸路で運搬又は移動する場合に

は燃料代及び有料道路代（運送業者を利用して運搬した場合は は燃料代及び有料道路代（運送業者を利用して運搬した場合は


